
事故情報分析タスクフォースについて

○ 事故情報分析タスクフォース（以下、ＴＦ）は、消費者庁において集約する
消費者事故情報（生命・身体被害に関するもの）について、消費者庁とし消費者事故情報（生命 身体被害に関するもの）に いて、消費者庁とし
て独自に対応が必要な案件を抽出し、迅速・的確に分析・原因究明を進
めていくために必要となる助言・指導を行う
・原因究明・分析を進める課題や方法の選定
・試験研究機関、検査機関等に実施を委嘱した分析結果の評価
・その他原因究明・分析の推進に必要なる事項

同種・類似事故
発生状況確認 Access

○ 消費者安全法、消費生活用製品安全法等に基づく事故情
報の集約
例）製品事故、食中毒事故、遊具事故 etc

○ 関係機関の協力に基づく情報収集

例）本棚転倒事故、家庭用品による中毒事故、ライ
ター火遊びによる火災事故 etc

事故情報データバンク 他のデータセット

医療機関ネットワーク

Ⅰ．要注意事案の抽出
• 重大性、多発性、特異性などを勘
案して要注意事案の抽出
専門性の高い分野については転

ＴＦ
指導、提案

の発生状況確認 Access
○ 医療機関の中から、協力機関を委嘱し、定期

的に要注意情報の提供を受ける

家庭用品による中毒事故の重篤な事例

物質 把握総数 重篤な事故数 入院率

キャンドルオイル 4 3 75%

灯油 56 8 43%

ボタン型・コイン型電池 63 1 21%• 専門性の高い分野については転
帰・症例等を詳細に調査

Ⅱ 分析・原因究明の推進 指導

医療機関受信例の調査結果（日本中毒情報センター：2003～2009)

タ 型 イ 型電池 %

樟脳/ナフタリン/パラジク
ロロベンゼン剤（防虫剤）

74 0 16%

除光液 72 1 14%

衣料用洗剤－粉末 62 3 5%

Ⅱ．分析・原因究明の推進
• 実態の追跡調査、同種・類似事案
の精査

• 専門的な関連試験研究機関等に
分析を委嘱
• 国立試験研究法人
• 大学研究室
• 民間検査機関 etc

指導
専門性の高い分
野について、分析
方法の指導、研
究者、研究機関
の推薦等

本棚の転倒に関する振動実験

Ⅲ．事故防止対策の実施
消費者に対する注意喚起、事業者に
対する改善要望、行政における安全
基準の見直し等に反映

例）子供に関する事故防止策として、文部
科学省、厚生労働省等の関係機関と連
携し、文教施設、児童福祉施設等にお
いて注意喚起

助言
必要に応じ効果
的・効率的な事
故防止対策の
方針検討

本棚の転倒に関する振動実験
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消費者事故情報等の収集・分類と分析・原因究明の推進について

１．消費者事故情報等の通知状況

○消費者安全法に基づき、生命・身体被害に関する消費者事故等として消

費者庁に通知された事案は2602件（関係行政機関2027件、地方公共団体

等575件）（平成22年10月31日時点）

○そのうち約１／４（628件）が重大事故等（関係行政機関444件、地方公

共団体等184件）

○重大事故等に関する追跡調査により、関係行政機関からの通知事案419件

は、対策済202件、対策検討・実施中129件、分析着手64件、未進展その

他８件、消費者事故等に該当せず16件に分類。また、地方公共団体から

の通知事案171件は、対策済45件、対策検討・実施中４件、分析着手51件、

未進展その他40件、消費者事故等に該当せず15件、その他（非公表希望

等）16件に分類（平成22年９月30日時点）

○以上のような分類作業を踏まえながら、消費者庁として独自の対応が必

要な事案を抽出し、分析・原因究明を推進

２．要注意事案の抽出

(1) 考え方

○消費者庁として独自に分析・原因究明に取り組むべき課題について、以

下のような観点を中心として検討し抽出

（重要性）

・被害の重大性：消費者事故等による被害の程度(死亡・重篤事例を重視)

・事故の多発性：同種・類似の消費者事故等の発生頻度、増加傾向

（必要性）

・事故の再発・拡大可能性：同種・類似の消費者事故等が発生する可能

性（製品の流通状況、リコール状況、リスクに対する消費者の認識等）

・事故の回避可能性：子どもや高齢者など、自ら事故を回避する能力が

必ずしも高くないと考えられる被害者での発生頻度

（実効性）

・消費者庁として具体的な対策を講じるための権限

消費者安全法第 16 ～ 19 条（措置要求、すきま事案対応）、消費者庁設

置法第 4 条（省庁横断的な政策立案・調整）

○重要性、必要性の判断の際には、消費者事故情報の蓄積が不十分であ

ることから、人口動態統計等を適宜参照
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○以上のような個別課題のほか、未進展事案が目立つ「その他製品」「そ

の他役務」等については、全般的に追跡確認を実施

(2) 具体的な事案

○消費者安全法に基づいて集約される重大事故等情報のうち、関係機関に

よる連携した対応が必要な事案や、いずれの機関でも対応が講じられな

いままになっている事案等

①遊具・遊戯施設利用に際しての転倒・転落

②本棚転倒による圧迫

③窒息等の食品事故

○消費者安全法に基づいて集約される消費者事故等情報のうち、多発して

いる事案、特に生活弱者に被害が多発している事案等

④健康食品による健康被害

⑤ライター火遊びによる火災

○専門家から再発可能性が高いと指摘されている事案

⑥浴槽用浮き輪による溺水

⑦スーパーボールによる窒息

⑧家庭用品による中毒

○多発しており、対策済等であっても取組状況の点検が必要と考えられる

分野

⑨食中毒

⑩家電製品からの出火

３．分析・原因究明の推進 別紙

(1) 現場調査等を中心に実施

遊具の利用に際しての転倒・転落等、浴槽用浮き輪による溺水、

スーパーボールによる窒息事故

(2) 再現実験を中心に実施

本棚転倒事故、食品等による窒息事故

(3) データ解析を中心に実施

家庭用品等による中毒、ライター火遊びによる火災、健康食品による

健康被害

(4) 検討中

食中毒、家電製品からの出火等、自転車利用中の事故、介護サービス

中の事故



遊具の利用に関する転倒・転落等

○平成２１年度は（社）日本公園施設業協会と連携し、必要に応じて、原因調
査を実施

別紙①

○今年度は、複合系遊具を中心に事故現場について、施設の修繕及び点検
状況等、フォローアップを実施し、必要に応じて事故防止対策等について
検討

○遊戯施設における重大事故等は６件通知され、建築基準法に規定されな
い施設での事故等も含め、関係機関の取組み状況を調査

［現状・課題］
■平成21年度に通知された遊具に関する重大事故等(10件)については、(社)日本公園

施設業協会と連携し、必要に応じ原因調査や事故防止対策の検討を実施。発生頻度
の高い重大事故等の事案について、日常点検の重点項目等を検討するとともに、暫
定的な補修事例を ま 係機 方自治体等 通知 成 年定的な補修事例を取りまとめ、関係機関や地方自治体等に通知(平成22年4月27日)

■平成２２年度（６月末時点）において複合系遊具を含む重大事故等４件の通知

■遊戯施設については、平成２２年度（６月末時点）に重大事故等６件が通知され、建
築基準法に規定される施設は、国土交通省において｢昇降機等事故対策委員会」で、
原因究明及び事故防止対策を実施

［今後の取組み］
■複合系遊具を中心に昨年度の事故現場について、施設の修繕及び点検状況等につ
いてフォローアップを実施

■今後の遊具事故発生状況を踏まえ、必要に応じて事故防止対策等について検討

■建築基準法に規定されない遊戯施設での事故も含め、関係機関の取組み状況を調
査

複合遊具での転落事故現場 遊具（遊動ブランコ）での事故現場



本棚転倒事故

○昨年、札幌市古本店で本棚転倒事故が発生。事故状況について警察庁等
より確認するとともに 関係者から関連情報をヒアリング

別紙②

より確認するとともに、関係者から関連情報をヒアリング
○類似事故防止のために、振動実験台等を用いて通常使用時における家具
の転倒に関する安全性について検討し、それらを踏まえ、類似事故防止対
策を推進

［現状・課題］［現状・課題］
■昨年、札幌市古本市で発生した本棚転倒事故について、類似の製品使用や使用形
態の可能性について、関係機関にヒアリング。通常使用時における類似事故発生の
可能性を検討

■一部関係機関では、家具の転倒に関する安全性について、家具の形状（奥行きと高
さ）による評価を実施

［分析・原因究明・事故防止対策等］
■建築及び機械工学の専門家からの御指導等を踏まえ、明治大学に実験を委嘱、同大

の振動実験台等を用いて、通常使用時に想定される状況を再現、床素材や収納方法
を変化させ、既存の評価式の有用性を確認

■実験結果等をふまえ、同種事故防止のための具体的な注意喚起案を検討。全国古
書籍商組合 家具協会や家具工業連合工業会等の協力等により 製造者 流通業書籍商組合、家具協会や家具工業連合工業会等の協力等により、製造者、流通業
者及び消費者へ家具の転倒防止に関する注意喚起

本棚

B

2段重ねの場合、上下を連結

加振機
振動台

日本オフィス家具協会 箱物転倒防止基準

4≦
H

B

角柱の転倒

の時は、家具同士を連結した
うえで、床、壁への固定を行う
こと
（B=奥行き、H=高さ、単位cm）

実験イメージ

（参考日本建築学会大会学術講演梗概集
石山ら, 1979年9月）



食品による消費者事故等

○平成21年度に通知された食品による消費者事故事案の８割以上は、食中
毒に関する案件で、厚生労働省等において適切に対応

○その他の案件も概ね他省庁で対応されており 消費者庁では 窒息事故に

別紙③

［現状・課題］
■平成２１年度は、消費者事故等（非重大）５９３件、重大事故等６件（窒息１件、健康
食品 件 食中毒 件 表 件 そ 他 件）通知

○その他の案件も概ね他省庁で対応されており、消費者庁では、窒息事故に
関して研究会を設置し、事故防止に取り組むとともに、健康食品による被害
についても情報収集・分析を推進

食品２件、食中毒１件、表示１件、その他１件）通知

■そのうち８割以上は食中毒に起因する事案で、それ以外では、検疫所での基準値違
反（農薬等）、表示違反、異物混入等が発生

重大事故等内容 表示, 27件
(5%)

異物混入, 

13件( 2%) 健康食品, 

7件(1%)
その他16

食中毒, 

499件
(84%)

検疫, 31件, 
(5%)

(5%) 件 (3%)
事故項目 件 数 内 容

健康食品 2 健康食品で肝炎

食中毒 1 フグ毒（動物性自然毒）で重態

表示 1 おにぎり（卵アレルギー）で死亡

窒息 1 ゼリー（メーカー不明）で死亡

その他 1 氷酢酸でやけど

■主な事案の取組み状況は、以下のとおり
・食中毒：厚生労働省「薬事・食品衛生審議会」が中心となって調査し、発生状況を毎
年公表。また、自治体では、行政処分した事業者名等を公表
・検疫所での基準値違反：自治体が対応し、各事業者に行政指導及び回収指示を実
施 事業者名等を公表

消費者事故等（非重大）通知
（食品関係）の内訳

施、事業者名等を公表
・異物混入・表示事故：事業者が自主回収し、自治体に報告。特に異物混入は、警察
が事件性を調査のうえ、場合によっては事業者も調査

■重大事故等については、氷酢酸によるやけど、フグ毒以外は、相談者との連絡が取
れない等により原因特定不能

［今後の取組み］
■事故の大半を占める食中毒事故や、検疫での基準値違反については、厚生労働省
等、関係省庁において適切に対応

■消費者庁では、窒息事故に関して、今年度より食品ＳＯＳ対応プロジェクトやそれを
踏まえた研究会を設置、救命救急や食品物性の専門家の御協力を得ながら、事故
防止に関する検討を推進。また、健康食品についても、関係機関と連携し、情報収
集・分析に着手予定



別紙④

ライター火遊びによる火災事故

○消費者庁としては、関係機関と連携し、事故状況を把握するとともに、市場
流通調査、海外基準調査を行い、消費者への周知及び注意喚起を実施流通調査、海外基準調査を行 、消費者 の周知及び注意喚起を実施

［現状・取組み］
■経済産業省では、消費生活用製品安全法での安全規制の対象化等についての検討

について、昨年消費経済審議会製品安全部会に諮問

■消費者庁としては、関係機関と連携して、事故状況を把握するとともに経済産業省等と
連携し 我が国 イタ 流通 実態把握連携して我が国のライター流通の実態把握

［分析・原因究明・事故防止対策］
■消防庁と連携し、政令指定都市消防本部に照会した結果、最近５年間の火遊びによる

火災ついて、発火源がライターであるものの占める割合は５割強（H11～20全国（全年
齢））
成 年から 年 かけ 政令指定都市 は行為者が 歳未満 場合 特 高■平成16年から20年にかけて、政令指定都市では行為者が５歳未満の場合に特に高い

死傷者の発生率。製品が判明した事例では、使い捨て式が約９割
■さらに、市場流通調査、海外基準調査を実施

■子供のライター使用に関わる注意点及びライターの適切な廃棄方法について、関係機
関と連携して、消費者への周知及び注意喚起を実施（22年3月、6月、10月）

■消費生活用製品安全法における特定製品及び特別特定製品に追加

発火源が

その他

14948件

（47%）

火遊びによる火災のうち発火源がライターであるも

のの占める割合（H11～20全国（全年齢））

火遊びによる火災のうち発火源がライターの
火災の死傷者発生率

（H16～20政令指定都市（12歳以下））

行為者
年齢

件数
[件]

死者数
[人]

負傷者数
[人]

死傷者の発
生率[注１]

５歳未満 107 1 73 69.2

歳以上ライター

17160件

（53%）

（47%） ５歳以上
１２歳以下

419 7 72 18.9

合計 526 8 145 29.1

※全年齢での総件数は1319件

使 捨 式 注入式

火遊びによる火災のうち発火源がライターのものの分類結果（判明分のみ）
（H16～20政令指定都市（12歳以下））（単位：件）

注１）「死傷者の発生率」＝（死者数＋負傷者数）÷件数×100

使い捨て式 86.1％ 注入式 5.7％ その他（点火棒を
含む） 6.7％

ノベルティ
1.5％

合計
行為者年齢 フリント式 電子式 小計 フリント式 電子式 小計

５歳未満 19 58 77 2 0 2 7 3 89

５歳以上
１２歳以下

25 65 90 2 7 9 6 0 105

合計 44 123 167 4 7 11 13 3 194



浴槽用浮き輪による溺水事故

○「日本小児科学会雑誌Injury Alert」(平成19年)で、浴槽用浮き輪による事
故報告。（社）日本玩具協会でも、共同社告による注意喚起等を実施

○消費者庁では 平成21年度に当該製品の流通・販売状況を調査

別紙⑤

［現状・課題］
■国内で浴槽用浮き輪の類似事故は国民生活センタ に10件報告

○消費者庁では、平成21年度に当該製品の流通・販売状況を調査
○「日本小児科学会雑誌Injury Alert(平成22年)」において、類似事案の報告。

事故発生状況等を調査するとともに、関連事業者へヒアリングし、今後の
対応を検討

■国内で浴槽用浮き輪の類似事故は国民生活センターに10件報告
■（社）日本玩具協会においては、平成19年共同社告による注意喚起等を実施
■ 「日本小児科学会雑誌Injury Alert」 において、平成19年、21年に事故発生の報告

［分析・原因究明・事故防止対策］
■ 流通実態調査(平成21年度)

卸問屋83 店における流通実態や 玩具店 100円均 シ プ等約8000店舗の・卸問屋837店における流通実態や、玩具店、100円均一ショップ等約8000店舗の
販売実態について調査し、浴槽用浮き輪については取扱いが無いことを確認

■事故状況調査
・平成22年度に発生した２件について、緊急搬送先の医師や家族から詳細な事故

発生状況をヒアリング。両件とも事故原因は、プール用浮き輪であることを確認
・プ ル用浮き輪について 関連事業者等から設計の考え方 構造等についてヒ・プール用浮き輪について、関連事業者等から設計の考え方、構造等についてヒ
アリング

■ 事故防止対策
・関係者からのヒアリング結果を踏まえ、プール用浮き輪についても事故防止対策
を検討

浴槽用浮き輪 共同社告 浴槽用浮き輪



スーパーボールによる窒息事故
別紙⑥

○スーパーボールの窒息事故については、「日本小児科学会雑誌 InjuryAle
rt」に１件 、東京消防庁管内で平成18～20年に２件の救急要請事案が発生

○（社）日本玩具協会では、３歳未満の幼児に対する使用禁止又はその旨の○（社）日本玩具協会では、３歳未満の幼児に対する使用禁止又はその旨の
注意表示の自主基準・マーク表示等を実施しているが、スーパーボールすく
い等では注意喚起が不十分

○今後は、（社）日本玩具協会等の協力により、スーパーボールすくい等を対
象に事故防止対策を検討

［現状・課題］
■ スーパーボールの窒息事故については、「日本小児科学会雑誌 Injury Alert」に１件

(死亡）報告されており、東京消防庁管内で平成18～20年に２件（重篤１、重症１）の救
急要請事案が発生

■（社）日本玩具協会では、誤飲チェッカー等による検査を踏まえ、３歳未満の幼児に対
する使用禁止又はその旨の注意表示の自主基準・マーク表示等を実施しているが、表 表
露店や商店街のスーパーボールすくい等では注意喚起が不十分

■平成21年度は、卸問屋(837店)にアンケート調査を実施、約４割から回答があり、約
2400万個のスーパーボールが市場流通（径32mm未満約２割、日本製が約５割）。一
般消費者は玩具店や露天・駄菓子店から多く購入

［分析・原因究明・事故防止対策］［分析 原因究明 事故防止対策］
■ （社）日本玩具協会等と連携し、スーパーボールによる窒息事故防止対策について

検討

ディスカウ

ント100円

百貨店・

スーパー・

日用雑貨

ホームセン

玩具店
42%

露店・駄菓

卸問屋
17%

ント100円

均一ショッ

プ
5%

コンビニ
5%

ター
3%

分離可能な部品の形状については、円筒の内部にど
のような位置であれ、納まってはならない

誤飲チェッカー

露店・駄菓

子店
28%

一般消費者のスーパーボールの購入先構成



家庭用品等による中毒事故

○家庭用品等による中毒事故について、５歳以下では最近10年間で約20万
件の事故情報があり そのうち2～4割程度は 医療機関等による措置が

別紙⑦

件の事故情報があり、そのうち2 4割程度は、医療機関等による措置が
必要な事案または医療機関を受診した（相談のみを含む）事案

○同種・類似事故防止のために、優先度の高い事案を抽出、注意喚起等に
よる対策を実施

［現状・課題］［現状・課題］
■（財）日本中毒情報センターには、家庭用品等による中毒事故について最近10
年間（1999～2008年）で約25万件が相談され、その８割以上が５歳以下で発生。
そのうち、約９割が経口摂取事故

■その他、経皮曝露事故、吸入事故、及び眼に曝露した事故も多発しており、消費
者庁では、事故発生頻度や傾向、被害程度等について、（財）日本中毒情報セン
ターと連携し調査タ と連携し調査

［今後の取組み］
■５歳以下の中毒事故のうち、医療機関等による措置が必要な事案や医療機関を

受診（相談のみを含む）した事案は２～４割程度

■（財）日本中毒情報センターと連携し、転帰等を確認している追跡調査事例のう
ち 入院加療を必要とした事例など重症度の高い事例（100例）から 発生頻度ち、入院加療を必要とした事例など重症度の高い事例（100例）から、発生頻度

や傾向、被害程度を勘案のうえ、優先的に取り組むべき事案として、灯油、ボタ
ン型・コイン型電池等を抽出

■また、重篤な事故事例について、誤飲リスクを低減させる事故防止対策として、
事故原因を分析し、ペットボトル等への移しかえ等について注意喚起するととも
に、事故直後の適切な対処法について取りまとめ

重篤な事故例重篤な事故例

家庭用品等での重篤な事故事例100例

うち 肺炎・肺水腫 30例
意識障害 13例
痙攣 4例
消化管狭窄 3例
鼻中隔穿孔・壊死 3例

物質 把握総数 重篤な
事故数

入院率

キャンドルオイル 4 3 75%

灯油 56 8 43%

ボタン型・コイン型電池 63 1 21%

樟脳/ナフタリン/パラジクロロベンゼン 74 0 16%
人工呼吸管理 8例
手術による摘出 8例
解毒剤投与 6例

（重複を含む）

樟脳/ナフタリン/パラジクロロベンゼン
剤（防虫剤）

74 0 16%

除光液 72 1 14%

衣料用洗剤－粉末 62 3 5%

医療機関からの問い合わせ例の追跡調査結果
（日本中毒情報センター：５歳以下、2003～2009)



家電製品の火災事故等

○平成21年度に通知された重大事故等のうち火災事故が９割以上。消防庁においては、
製品火災に係る火災原因調査結果について各消防機関から調査結果の報告を受け
ていると ろ 消費生活用製品安全法による報告事案（約７割）以外も事故品が入手で

別紙⑧

［現状・課題］

ているところ。消費生活用製品安全法による報告事案（約７割）以外も事故品が入手で

きない場合等を除き、ＮＩＴＥで追跡調査を実施。
○原因究明された事案の約９割がリコール品で、さらに事故原因として構造上の欠陥や

長期使用による劣化等の事故原因を調査予定

■平成21年度に通知された家電製品に関する重大事故等として60件通知。そのうち製
品起因でないもの６件、未進展その他４件、分析着手23件、対策検討・実施中等１
件、対策済26件

■冷蔵庫や電気ストーブ等に関して多く通知され、火災が約９割、負傷約１割

製品分類（件数２件以上）

製品 件数 製品 件数

冷蔵庫 6洗濯機 3

電気ストーブ 5携帯電話 2

電気コンロ 3オーディオプレーヤー 2

電子レンジ 3電気ポンプ 2

洗濯乾燥機 3電気冷温風機 2

パソコン 3生ごみ処理機 2 火災 53件

負傷, 7件, 11%

［今後の取組み］
■ＮＩＴＥや消防庁と連携し、消費生活用製品安全法による報告事案以外も原因等を追
跡調査
・製品起因であることが分かった事案のうち、約９割がリコール対象品であり、それら

パソコン 3生ごみ処理機 2

エアコン 3テレビ 2
火災, 53件, 

89%

被害内容分類

製品起因であることが分かった事案のうち、約９割がリコ ル対象品であり、それら
について、構造上の欠陥や長期使用による劣化等の原因を詳細分析

■調査結果を踏まえ同種事故防止のための効果的な対策を検討

消費生活用製品安全法
製品起因 ２２件 リコール品２１件

消費者安全法で通知された

電気製品の火災 ６０件

重大製品事故 ４３件
調査中 ２１件

上記以外で関係機関調査

３件

製品起因 ２件

調査中 １件

※構造上の欠陥、長
期使用による劣化な
どの視点で詳細分析

その他 １４件
原因特定不能、事業者で調査中、

状況不明、製品起因無し等




